
    

令和７・８年度本庄市建設工事請負等競争入札参加資格者格付要領 

令和７年３月３１日 
告示第１２６号 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、本庄市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要

綱（平成１８年本庄市告示第２１号。以下「要綱」という。）第８条の規定に

基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。 

 （格付方法） 

第２条 格付は、次条に定める資格審査数値及び第６条に定める技術者数を基に

第７条に定める格付基準に従って業種ごとに行うものとする。 

 （資格審査数値） 

第３条 資格審査数値は、次条に定める客観的事項の審査数値及び第５条に定め

る市による加算点数値を合計した数値とする。 

 （客観的事項の審査数値） 

第４条 客観的事項の審査数値は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２

７条の２３に規定する経営事項審査の総合評定値（経営規模、経営状況、技術

力及びその他の審査項目（社会性等）を、平成２０年国土交通省告示第８５号

第２に定める基準に従って審査し、同告示並びに平成２０年１月３１日付け国

総建第２６９号「経営事項審査の事務取扱いについて」及び同別紙「経営規模

等評価の結果を評点で表す方法」により算出した評点）とする。 

 （市による加算点数値） 

第５条 市による加算点数値は、次に掲げる項目の数値の合計値とする。 

 （１） 工事成績点 

  ア 工事成績点は、申請業種ごとに配点する。 

  イ 工事成績点は、本庄市建設工事検査規則（平成１８年本庄市規則第１２

６号）に基づき評定した令和４年度及び令和５年度に完成した工事に係る

工事成績評点を合計し当該工事件数で除して得た数値（算出された数値に

１点未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）の次の表の区分に該

当する数値とする。 

工事成績 ７９点以上８

２点未満 

８２点以上８

５点未満 

８５点以上８

８点未満 

８８点以上 

配点 ２０ ４０ ６０ ８０ 

  ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同

組合のうち、建設業法第３条の規定による許可を受けた者（以下「協同組

合」という。）に係る平均点数は、当該協同組合として算出した数値を対



象とする。 

 （２） ＩＳＯ認証取得点 

  ア ＩＳＯ認証取得点は、建設工事の施工について、資格審査申請において

公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢ

と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したＩ

ＳＯ９００１及び１４００１の認証を取得している者を対象とし、全ての

申請業種に配点する。 

  イ ＩＳＯ認証取得点は、次の表の区分に該当する数値とする。 

認証取得したＩＳＯ規格 ９００１ １４００１ 

配点 ３０ １０ 

  ウ 協同組合については、当該協同組合としての認証取得を対象とする。 

 （３） 建設業労働災害防止協会加入点 

  ア 建設業労働災害防止協会加入点は、資格審査申請日時点において建設業

労働災害防止協会に加入している者を対象とし、全ての申請業種に１０点

を配点する。 

  イ 協同組合については、当該協同組合としての加入を対象とする。 

 （４） 障害者雇用点 

  ア 障害者雇用点は、次の者を対象に全ての申請業種に１０点を配点する。 

   （ア） 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）

第４３条第７項に規定する報告義務がある場合で、申請日直近の６月１

日現在において雇用する障害者の数が法定雇用障害者数以上であり、主

たる事務所を管轄する公共職業安定所に障害者の雇用に関する報告書の

写しを提出した者 

   （イ） 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第７項に規定する報

告義務がない場合で、申請日時点において障害者を１人以上雇用し、障

害者雇用の証明書を提出した者 

  イ 協同組合については、当該協同組合としてアの要件を満たしている場合

を対象とする。 

 （５） 優秀工事表彰評価点 

  ア 優秀工事表彰評価点は、令和５年度及び令和６年度に本庄市優秀建設工

事表彰規程（平成２２年本庄市訓令第１７号）に基づき表彰された工事に

該当する申請業種に対して、４０点に受賞回数を乗じて得た数値を配点す

る。 

  イ 評価点の上限は８０点とする。 

 （６） 技術者数に関する評価点 

  ア 技術者数に関する評価点は、申請業種ごとに配点する。 



  イ 技術者数に関する評価点は、資格審査基準日において技術者を常勤雇用

する者に対して次の表により配点する。なお、１級相当技術者及び２級相

当技術者については、次条に規定する者をいう。 

区分 １級相当技術者 ２級相当技術者 

配点 １人当たり５点 １人当たり２点 

  ウ 評価点の上限は１００点とする。 

 （技術者数） 

第６条 １級相当技術者及び２級相当技術者の数は、要綱第２条第６号アに定め

る資格審査基準日の経営事項審査における総合評定値通知書の技術職員数の一

級欄及び二級欄にそれぞれ記載された者の数とする。 

 （格付基準） 

第７条 業種ごとの格付基準は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 土木工事業 

格付 基準 

Ａ級 資格審査数値が８４０点以上であって、かつ、１級相当技術者の数

が３人以上である者 

Ｂ級 資格審査数値が７００点以上であって、かつ、１級相当技術者の数

が１人以上である者（Ａ級に該当する者を除く。） 

Ｃ級 資格審査数値が４５０点以上であって、かつ、１級又は２級相当技

術者の数が１人以上である者（Ａ級及びＢ級に該当する者を除く。）

Ｄ級 Ａ級、Ｂ級及びＣ級のいずれにも該当しない者 

 （２） 建築工事業 

格付 基準 

Ａ級 資格審査数値が８４０点以上であって、かつ、１級相当技術者の数

が５人以上である者 

Ｂ級 資格審査数値が６９０点以上であって、かつ、１級相当技術者の数

が２人以上である者（Ａ級に該当する者を除く。） 

Ｃ級 資格審査数値が５００点以上であって、かつ、１級又は２級相当技 

 術者の数が１人以上である者（Ａ級及びＢ級に該当する者を除く。）

Ｄ級 Ａ級、Ｂ級及びＣ級のいずれにも該当しない者 

 （３） 電気工事業 

格付 基準 

Ａ級 資格審査数値が８１０点以上である者 

Ｂ級 資格審査数値が６６０点以上８１０点未満である者 

Ｃ級 資格審査数値が６６０点未満である者 



 （４） 管工事業 

格付 基準 

Ａ級 資格審査数値が８４０点以上である者 

Ｂ級 資格審査数値が６６０点以上８４０点未満である者 

Ｃ級 資格審査数値が６６０点未満である者 

 （５） 舗装工事業 

格付 基準 

Ａ級 資格審査数値が９１０点以上である者 

Ｂ級 資格審査数値が７５０点以上９１０点未満である者 

Ｃ級 資格審査数値が７５０点未満である者 

 （６） その他の業種（土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び

舗装工事業以外の業種） 

格付 基準 

Ａ級 資格審査数値が７７０点以上である者 

Ｂ級 資格審査数値が６４０点以上７７０点未満である者 

Ｃ級 資格審査数値が６４０点未満である者 

 （格付の変更） 

第８条 要綱第１１条に定める参加資格の有効期間内においては、格付の変更は

行わないものとする。ただし、本庄市建設工事請負等競争入札参加者資格審査

会の議を経たときは、この限りでない。 

 （格付等の公表） 

第９条 競争入札参加資格及び競争入札参加者名簿の有効期間中、本庄市ホーム

ページにおいて、有資格者の格付、資格審査数値、客観的事項の審査数値及び

技術者の数を公表する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （令和５・６年度本庄市建設工事請負等競争入札参加資格者格付要領の廃止） 

２ 令和５・６年度本庄市建設工事請負等競争入札参加資格者格付要領（令和５

年本庄市告示第６５号）は、令和７年３月３１日限り廃止する。 


